
・ 連絡員の配置
・ 通信手段の確保
・ 関係機関とのネットワークの構築

・ 現地連絡本部には、専従の連絡員を24時間体制で、常時２名配置した。
・ 五合目総合管理センターの通信設備の維持管理を行った。（五合目総合管理センターは、
富士吉田合同庁舎と通信することで通信手段を確保し、現地連絡本部で利用している。）
・ 関係機関へ一斉メールを送信するシステムを整え、必要な情報を迅速に共有した。
・ 関係機関に、無線機や携帯電話を貸与し、現地連絡本部との連絡調整に活用した。
・ その他、大規模災害の発生に備え、衛星携帯電話を設置した。

（執行状況）

事業実施期間 令和５年７月１日～令和５年９月11日

事業概要
登山者の安全確保を図るため、開山期に「富士山登山者安全対策現地連絡本部」を
五合目総合管理センター内に設置し、登山に関わる情報の収集や関係機関との連絡
調整を行う。

千円

使途の区分 安全確保
新規・拡充等
の別

新規

事業名 現地連絡本部運営事業費

事業執行者 山梨県

事業実施箇所 富士山五合目総合管理センター

総事業執行額 20,392 千円
うち協力金充
当額

4,094

協力金充当
の内訳

項目 事業総額
うち協力金充当額

備考

20,391,123 4,093,888

通信手段の確保及び関係機関
とのネットワークの構築

1,225,123 0

連絡員の配置 19,166,000 4,093,888


